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一
司
法
修
習
生
の
身
分

１
司
法
修
習
生
に
関
す
る
規
則
・
…
・
・
…
…
…
…
…
・
・
・
…
…
…
修
習
生
規
則
（
便
覧
二
四
頁
）

２
司
法
修
習
生
の
規
律
等
に
関
す
る
規
程
…
、
：
…
・
・
…
・
…
・
・
・
規
律
規
程
（
便
覧
二
七
頁
）

３
司
法
修
習
生
に
関
す
る
規
則
第
六
条
の
運
用
に
つ
い
て

（
昭
和
三
四
年
三
一
月
一
一
日
司
研
所
長
通
知
）
…
…
…
規
則
六
条
運
用
通
知
（
便
覧
三
三
頁
）

司
法
修
習
生
は
、
そ
の
修
習
期
間
中
、
国
庫
か
ら
一
定
額
の
給
与
を
受
け
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る

（
裁
判
所
法
六
七
条
二
項
）
。
こ
の
給
与
は
現
在
月
額
二
六
、
六
○
○
円
で
あ
る
が
、
こ
の
他
一
般
の

国
家
公
務
員
と
同
様
に
扶
養
手
当
、
調
整
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
、

寒
冷
地
手
当
の
支
給
を
受
け
る
。
こ
れ
は
上
級
職
甲
種
の
国
家
公
務
員
試
験
に
合
格
し
た
者
（
初
任
給

ｊ

は
行
政
職
卜
七
等
級
二
号
月
額
九
七
、
五
○
○
円
）
が
二
年
以
上
を
要
し
て
達
す
る
給
与
水
準
で
あ
る
。

一
般
に
、
給
与
、
賃
金
は
労
働
の
対
価
で
あ
る
が
、
司
法
修
習
生
は
、
国
家
に
対
し
、
労
働
を
提
供

司
法
修
習
生
の
身
分
等
は
、
法
律
、
規
則
及
び
規
程
で
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
司

法
修
習
生
便
覧
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

(注）

規
則
等
の
略
称

⑥
（

鯵
Ｊ
ｊ
ｊ
１
、
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｡

す
る
地
位
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
る
に
、
国
家
が
法
曹
の
養
成
を
国
の
事
務
と
し
、
司
法
修
習

生
に
対
し
て
給
与
を
支
給
し
、
ま
た
、
司
法
修
習
生
の
修
習
に
つ
い
て
必
要
な
人
的
、
物
的
設
備
を
用

意
し
て
い
る
の
は
、
民
主
主
義
国
家
に
お
い
て
は
法
の
支
配
が
そ
の
根
幹
で
あ
り
、
法
曹
が
法
の
支
配

考
え
る
な
ら
ば
、
司
法
修
習
生
は
、
国
民
に
対
し
、
法
の
支
配
の
立
派
な
担
い
手
と
な
る
よ
う
修
習
に

専
念
す
べ
き
義
務
を
負
う
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
（
な
お
、
国
家
公
務
員
に
対
し
て
は
、
・
国
家

公
務
員
法
九
六
条
に
お
い
て
職
務
に
専
念
す
べ
き
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
）
授
業
料
を
納
め
、

知
識
、
学
芸
を
教
え
授
け
ら
れ
る
学
生
の
地
位
と
司
法
修
習
生
の
地
位
が
質
的
に
異
な
る
こ
と
は
、
理

の
重
要
な
担
い
手
で
あ
る
と
い
う
国
民
の
認
識
と
合
意
が
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に

裁
判
所
法
六
八
条
及
び
こ
れ
を
受
け
た
司
法
修
習
生
に
関
す
る
規
則
一
八
条
が
、
司
法
修
習
生
に
品
位

に
お
い
て
も
、
法
の
支
配
の
担
い
手
に
要
請
さ
れ
る
厳
し
さ
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

を
辱
め
る
行
状
が
あ
っ
た
と
き
、
修
習
の
態
度
が
著
し
く
不
ま
じ
め
な
と
き
は
、
罷
免
す
る
こ
と
が
で

の
当
然
で
あ
り
、
司
法
修
習
生
に
は
、
そ
の
修
習
期
間
中
、
修
習
の
面
に
お
い
て
も
、
規
律
保
持
の
面

き
る
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

霧
〆
〃
Ｆ
Ｅ
Ｉ
、
、

霧
Ｐ
０
０
、
、
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二

12

規
律
の
保
持

高
裁
判
所
の
委
託
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
（
修
習
生
規
則
八
条
）
。
こ
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ

判
所
法
五
六
条
二
項
）
、
実
務
修
習
庁
会
の
長
の
監
督
権
は
、
司
法
修
習
生
の
任
免
権
を
有
す
る
最

間
中
は
、
更
に
配
属
地
の
地
方
裁
判
所
長
、
検
事
正
又
は
弁
護
士
会
長
の
監
督
を
受
け
る
こ
と
に
な

る
（
修
習
生
規
則
一
条
、
八
条
）
。

う
に
、
監
督
権
は
窮
極
的
に
は
、
最
高
裁
判
所
に
帰
属
す
る
。

●

三
日
ま
で
）
を
除
く
、
す
べ
て
の
日
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
右
修
習
日
以
外
の
日
曜
日
等
は
修
習
を

の
中
心
的
義
務
で
あ
る
。

司
法
修
習
生
の
監
督

司
法
修
習
生
は
、
そ
の
修
習
の
全
期
間
を
通
じ
て
司
法
研
修
所
長
の
監
督
に
服
し
、
実
務
修
習
期

な
お
、
司
法
修
習
生
を
監
督
す
る
司
法
研
修
所
長
は
、
最
高
裁
判
所
長
官
の
監
督
下
に
あ
り
（
裁

修
習
専
念
義
務

修
習
を
要
す
る
日
（
以
下
修
習
日
と
い
う
。
）
に
、
修
習
に
専
念
す
べ
き
こ
と
は
、
司
法
修
習
生

修
習
日
と
は
、
日
曜
日
、
国
民
の
祝
日
及
び
年
末
年
始
の
休
暇
（
一
二
月
二
九
日
か
ら
翌
年
一
月

俵
一

（

轡
ｊ
Ｉ
、
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３
欠
席

Ｈ
欠
席
の
概
念

要
し
な
い
日
で
あ
る
。

⑩
国
家
公
務
員
の
場
合
は
、
年
次
休
暇
、
病
気
休
暇
及
び
特
別
休
暇
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、

似）

修
習
日
に
修
習
で
き
な
い
場
合
は
欠
席
と
な
る
（
規
則
六
条
運
用
通
知
）
．

だ
け
で
あ
り
、
休
暇
の
概
念
は
な
い
。
こ
れ
は
、
修
習
と
い
う
も
の
が
や
他
人
に
よ
っ
て
代
替

司
法
修
習
生
の
場
合
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
修
習
を
要
し
な
い
日
と
修
習
日
の
区
別
が
あ
る

㈹
登
庁
を
要
す
る
修
習
日
の
場
合

㈲
自
由
研
究
日
の
場
合
（
自
宅
起
案
日
は
、
当
該
起
案
を
所
定
の
日
に
．
提
出
す
る
限
り
、
自

で
き
る
労
働
力
の
提
供
と
本
質
的
に
異
な
る
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

が
で
き
な
い
も
の
と
さ
れ
欠
席
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
。

由
研
究
日
と
同
様
に
取
り
扱
わ
れ
る
。
）

「
修
習
日
に
修
習
で
き
な
い
場
合
」
の
意
味

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
上
登
庁
を
要
す
る
と
さ
れ
て
い
る
修
習
日
に
登
庁
し
な
い
と
き
は
、
修
習

鯵
（

奪
Ｉ
、

－4－
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ｊｌ
自
由
研
究
日
に
関
連
し
て
、
い
わ
ゆ
る
夏
期
休
暇
に
つ
い
て
若
干
説
明
す
る
。
裁
判
所
で
は
、

夏
期
に
二
○
日
間
程
度
休
廷
す
る
の
が
一
般
で
あ
り
、
当
該
裁
判
部
に
配
属
さ
れ
た
司
法
修
習

生
は
、
そ
の
期
間
登
庁
を
要
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
．
こ
の
場
合
、
当
該
裁

が
あ
る
」
典
型
的
な
ケ
ー
ス
は
、
病
気
の
場
合
の
ほ
か
、
届
出
を
要
す
る
内
国
旅
行
及
び
外

；
ｊ

国
旅
行
（
後
記
二
４
の
卜
及
び
に
参
照
）
の
期
間
中
に
自
由
研
究
日
が
含
ま
れ
る
場
合
（
た

だ
し
、
自
由
研
究
日
が
出
発
の
日
、
帰
着
の
日
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
で
あ
る
（
規
程
四

条
運
用
通
知
）
・
右
に
述
べ
た
場
合
の
ほ
か
は
、
司
法
修
習
生
が
自
由
研
究
日
を
ど
の
よ
う

挙
げ
る
た
め
こ
れ
を
使
う
べ
き
で
あ
り
、
修
習
を
要
し
な
い
日
と
同
様
に
考
え
て
無
為
に
過

“
●
●
Ｃ
Ｄ
●
●
●
の
◇
、
●

ご
す
べ
き
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
病
気
そ
の
他
こ
の
日
に
修
習
で
き
な
い
事
情
が
あ
る

と
き
は
、
欠
席
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
（
規
則
六
条
運
用
通
知
）
。
「
修
習
で
き
な
い
事
情

自
由
研
究
日
は
、
登
庁
を
要
し
な
い
修
習
日
で
あ
り
、
司
法
修
習
生
の
自
主
性
を
尊
重
し

て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
司
法
修
習
生
は
、
自
ら
の
責
任
に
お
い
て
修
習
の
実
を

に
過
ご
す
か
は
司
法
修
習
生
の
自
律
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
欠
席
と
い
う
こ
と

は
な
い
。

瞳

（

鯵
，
／
Ｊ
１
、
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(二）

司
法
修
習
生
が
そ
の
修
習
を
終
え
、
法
曹
資
格
を
取
得
す
る
た
め
に
は
、
司
法
研
修
所
長
が
定

も

め
た
一
定
期
間
の
修
習
を
欠
落
な
く
終
え
る
こ
と
及
び
考
試
に
合
格
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

右
の
修
習
期
間
に
欠
落
を
生
じ
、
前
者
の
要
件
を
充
足
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ひ
い
て
は
考
試
を

受
け
る
資
格
を
欠
く
も
の
と
さ
れ
、
同
期
生
と
同
じ
時
期
に
法
曹
資
格
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き

●
●
●
●
●

病
気
そ
の
他
正
当
な
理
由
に
よ
っ
て
修
習
し
な
か

＃

な
い
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

（
裁
判
所
法
六
七
条
一
項
）
。
し
た
が
っ
て
、
修
習
日
に
一
日
で
も
欠
席
し
た
と
き
は
、
本
来
、

判
部
の
裁
判
官
は
、
年
次
休
暇
を
ま
と
め
て
と
り
、
あ
る
い
は
夏
期
在
宅
研
究
を
し
て
い
る
の

休
暇
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
結
局
、
夏
期
休
廷
中
の
日
曜
日
を
除
く
日
は
、
自
由
研
究
日
と

欠
席
と
修
習
終
了
の
関
係

暇
が
与
え
ら
れ
た
場
合
で
も
同
じ
で
あ
る
。

で
あ
っ
て
、
裁
判
官
に
特
別
の
夏
期
休
暇
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
司
法
修
習
生
に
は
、
年
次

い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
検
察
庁
、
弁
護
士
会
の
実
務
修
習
中
に
い
わ
ゆ
る
夏
期
体

■

し
か
じ
、
右
の
と
お
り
と
す
る
と
、
過
酷
な
事
態
が
生
ず
る
。
そ
こ
で
、
修
習
生
規
則
六
条
は
、

ゴ
ロ

ｆ
～
く
ら

っ
た
九
○
日
以
内
の
期
間
は
、
こ
れ
を
修
習
し

零
竺
グ
○
ｂ

（

－6－
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(三）
脚
国
家
公
務
員
の
病
気
休
暇
及
び
特
別
休
暇
（
非
常
災
害
、
不
可
抗
力
に
よ
る
交
通
し
ゃ
断
、

選
挙
権
行
使
、
忌
引
、
分
べ
ん
等
）
の
事
由
に
相
当
す
る
事
由
が
あ
る
場
合

こ
の
場
合
は
、
「
正
当
な
理
由
」
が
あ
る
と
さ
れ
る
。

②
国
家
公
務
員
の
年
次
休
暇
に
相
当
す
る
欠
席
の
場
合

国
家
公
務
員
の
年
次
休
暇
は
、
「
事
務
に
支
障
が
な
い
」
場
合
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、

こ
れ
を
司
法
修
習
生
に
準
用
す
る
と
、
「
修
習
に
支
障
が
な
い
」
場
合
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
修
習
に
支
障
が
な
い
」
か
ど
う
か
は
、
場
合
を
分
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

㈹
登
庁
を
要
す
る
修
習
日
の
場
合

た
期
間
と
み
な
す
こ
と
と
し
た
。
こ
の
結
果
、
九
○
日
を
超
え
る
長
期
病
欠
者
及
び
正
当
な
理
由

が
な
い
た
め
欠
席
の
承
認
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
欠
席
者
の
み
が
、
・
同
期
生
と
同
じ
時
期
に
法
曹
資

格
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
な
る
（
司
法
修
習
生
便
覧
一
七
頁
参
照
）
。

「
正
当
な
理
由
」
の
有
無
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
一
一
五
条
に
定
め
る
承
認

に
準
じ
て
判
断
さ
れ
る
（
規
則
六
条
運
用
通
知
）
。

欠
席
と
「
正
当
な
理
由
」

e
ｆ
２
１

鐘
ｊ
も
、

V
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㈲
自
由
研
究
日
の
場
合
（
自
宅
起
案
日
は
、
当
該
起
案
を
所
定
の
日
に
提
出
す
る
限
り
、
自

８－０

由
研
究
日
と
同
様
に
取
り
扱
わ
れ
る
。
）

自
由
研
究
日
及
び
そ
の
欠
席
の
概
念
は
、
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
自
由
研
究
日
は
、

⑦

修
習
に
支
障
は
あ
る
が
、
な
お
欠
席
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
、
は
じ
め
て

「
正
当
な
理
由
」
が
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
（
親
族
の
急
病
見
舞
い
、
親
族
の
結
婚

式
へ
の
参
列
、
父
母
の
同
伴
を
要
す
る
幼
稚
園
入
園
試
験
へ
の
出
席
な
ど
は
、
「
正
当
な
理

由
」
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
親
族
、
知
人
の
市
内
案
内
な
ど
は
、
「
正

当
な
理
由
」
に
該
当
し
な
い
。
）
。

そ
の
日
に
特
定
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
研
究
す
べ
き
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

ら
、
そ
の
日
に
欠
席
し
て
も
、
司
法
修
習
生
が
自
ら
の
責
任
に
お
い
て
代
替
措
置
を
採
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
由
研
究
日
の
欠
席
に
つ
い
て
は
、
特
別
の
事
情
が
な

』
ふ
む
〃
○
い
限
り
、
「
修
習
に
支
障
が
な
い
」
も
の
と
し
て
、
欠
席
承
認
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

こ
の
場
合
は
、
原
則
と
し
て
、
「
修
習
に
支
障
が
な
い
」
と
は
瞳
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

‘

Ｉ

尋
／

《

0



0

４
旅
行

(四）１
－
内
国
旅
行

く

得
な
い
欠
席
は
、
そ
の
こ
と
自
体
規
律
違
反
で
あ
る
が
、
更
に
右
の
よ
う
な
重
大
な
効
果
を
も
た

″

■

な
お
、
承
認
を
得
な
い
欠
席
に
関
連
し
、
い
わ
ゆ
る
代
印
に
つ
い
て
付
言
す
る
。
代
印
と
は
、

印
章
だ
け
を
出
席
さ
せ
、
本
人
は
欠
席
す
る
こ
と
を
い
う
。
代
印
は
、
そ
れ
自
体
卑
劣
な
行
為
で

あ
り
、
処
分
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
欠
席
と
い
う
実
体
を
残
す
こ
と
に
な

り
、
こ
の
欠
席
に
つ
い
て
事
後
的
に
承
認
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
き
は
、
前
述
の
承
認
を
得
な
い

欠
席
の
効
果
が
全
面
的
に
及
ん
で
く
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
修
習
終
了
が
遅
れ
て
も

承
認
を
得
な
い
欠
席

前
述
の
と
お
り
、
欠
席
に
つ
い
て
承
認
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
は
、
修
習
期
間
に
欠
落
を
生

じ
、
同
期
生
と
同
時
に
司
法
修
習
生
の
修
習
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
承
認
を

ら
す
も
の
で
あ
る
。

や
む
を
得
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

司
法
修
習
生
は
、
宿
泊
を
要
ず
る
内
国
旅
行
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
司
法
研

<一
や

.、一可

（

鱈
Ｉ
。
、

の

り

△

８

１

４

、
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(二）
修
所
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
規
律
規
程
四
条
一
項
）
。
実
務
修
習
中
は
、
裁
判
所
、

検
察
庁
又
は
弁
護
士
会
の
長
に
届
け
出
る
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
司
法
研
修
所
に
お
け
る
修
習
期
間
中
の
内
国
旅
行
の
場
合
は
、
司
法
研
修
所
を
中
心
と

す
る
半
径
五
○
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
地
域
外
へ
の
宿
泊
を
伴
う
移
動
に
つ
い
て
は
、
旅
行
届
を
要
す

る
も
の
と
し
、
右
以
外
の
移
動
に
つ
い
て
は
、
旅
行
届
を
要
し
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
規
程

四
条
運
用
通
知
）
。

司
法
修
習
生
は
、
外
国
旅
行
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
最
高
裁
判
所
長
官
の
許
可
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
（
規
律
規
程
四
条
二
項
）
。
こ
の
許
可
は
、
旅
券
発
給
の
要
件
で
は
な
い
（
公

務
員
の
場
合
は
、
所
属
庁
の
長
の
海
外
渡
航
承
認
書
が
な
け
れ
ば
、
旅
券
の
発
給
を
受
け
ら
れ
な

い
）
。
こ
の
許
可
が
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
司
法
修
習
生
に
対
す
る
監
督
上
の
見
地
か
ら
で
あ
る
。

旅
券
が
自
由
に
取
得
で
き
る
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
な
く
外
国
旅
行
を
す
る

よ
う
な
こ
と
の
な
い
よ
う
特
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

●

な
お
、
従
来
の
事
例
に
よ
る
と
、
い
わ
ゆ
る
夏
期
休
暇
（
自
由
研
究
日
）
及
び
年
末
年
始
の
修

外
国
旅
行

(･0
ｄ
０
Ｅ
１

鋪
、

（
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(三）

旅
行
の
た
め
、
登
庁
を
要
す
る
修
習
日
に
登
庁
で
き
な
い
場
合
は
欠
席
と
さ
れ
る
が
、
自
由
研

究
日
に
お
い
て
も
、
そ
の
日
が
旅
行
期
間
に
含
ま
れ
る
場
合
（
た
だ
し
、
自
由
研
究
日
が
出
発
の

ｊ

日
、
帰
着
の
日
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
原
則
と
し
て
、
欠
席
と
さ
れ
る
（
前
記
二
３
－
②
く

参
照
）
・
こ
れ
は
、
司
法
研
修
所
に
お
け
る
修
習
で
あ
る
と
実
務
修
習
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
修

習
は
定
め
ら
れ
た
修
習
地
で
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
と
予
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
定
め
ら
れ

た
修
習
地
を
離
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
予
定
さ
れ
た
修
習
の
枠
組
を
外
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ

《
ｆ
§
」
〉
．

。
《
恥
回
》

習
を
要
し
な
い
日
と
そ
れ
に
接
続
す
る
自
由
研
究
日
を
利
用
す
る
場
合
は
、
一
週
間
な
い
し
一
○

日
間
の
旅
行
が
、
右
の
期
間
を
除
く
修
習
中
は
、
新
婚
旅
行
に
限
り
、
五
日
間
な
い
し
一
週
間
の

旅
行
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

る
（
規
程
四
条
運
用
通
知
参
照
）
。

旅
行
が
修
習
日
（
自
由
研
究
日
を
含
む
。
）
に
か
か
る
場
合
は
、
旅
行
届
又
は
旅
行
許
可
の
ほ
か

に
、
欠
席
の
承
認
を
得
る
必
要
が
あ
る
。

旅
行
と
欠
席

（

Ｊ
１
、
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I

５
兼
業
・
兼
職
の
禁
止

６
秘
密
の
保
持

禁
止
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
二
年
間
の
修
習
は
、
兼
業
・
兼
職
を
可
能
に
す
る
ほ
ど
生
易
し

司
法
試
験
の
答
案
練
習
を
引
き
受
け
、
こ
れ
に
相
当
の
時
間
を
費
や
し
て
い
る
事
例
が
あ
る
が
、
論

２

外
で
あ
る
。
ア
パ
ー
ト
経
営
、
た
ば
こ
小
売
業
、
各
種
の
委
員
、
役
員
に
就
任
す
る
こ
と
、
家
庭
教
司

師
、
右
の
司
法
試
験
の
答
案
練
習
を
継
続
し
て
引
き
受
け
る
こ
と
等
は
、
い
ず
れ
も
兼
業
又
は
兼
職

い
も
の
で
は
な
い
・
司
法
研
修
所
に
お
け
る
起
案
が
多
過
ぎ
る
と
批
判
し
な
が
ら
、
他
方
に
お
い
て
、

に
該
当
す
る
。

指
導
担
当
の
裁
判
官
、
検
察
官
又
は
弁
護
士
の
守
秘
義
務
に
準
じ
て
、

．
、
０

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
多
く
を
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
司
法
修
習
生
は
、

（
修
習
生
規
則
二
条
、
規
律
規
程
八
条
一
項
）
。

Ｌ

司
法
修
習
生
は
、
許
可
が
な
い
限
り
、
兼
業
・
兼
職
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る

司
法
修
習
生
は
、
前
述
の
と
お
り
、
修
習
に
専
念
す
べ
き
義
務
を
負
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の

司
法
修
習
生
は
、
修
習
に
あ
た
っ
て
知
っ
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
（
修
習
生
規
則
三
条
軍

（

秘
密
を
守
る
べ
き
で
あ
る
。

ｌ
ぺ
ゆ
形
、
４

（
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７
非
違
行
為

は
、
十
分
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

は
、
昭
和
五
○
年
一
○
月
六
日
、
司
法
修
習
生
全
員
に
対
し
、
規
律
・
の
保
持
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う

あ
る
。
諸
君
に
は
対
岸
の
火
事
と
し
か
映
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
事
故
が
後
を
断

の
な
い
失
態
で
あ
り
、
裁
判
所
や
当
事
者
に
掛
け
る
迷
惑
は
、
計
り
知
れ
な
い
・
記
録
の
取
り
扱
い
に

な
内
容
の
文
書
を
発
し
た
。
こ
の
よ
う
な
措
置
が
必
要
で
な
く
な
る
こ
と
を
強
く
期
待
す
る
。

た
な
い
と
い
う
現
実
を
直
視
し
、
一
層
気
持
を
引
き
締
め
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
。
司
法
研
修
所
長
－
３

乗
用
車
に
よ
る
ス
ピ
ー
ド
違
反
を
繰
り
返
し
、
又
は
最
高
裁
判
所
長
官
の
許
可
を
受
け
ず
に
海
外
旅

行
を
し
、
あ
る
い
は
許
可
期
間
を
超
え
て
海
外
に
滞
在
し
、
そ
の
間
の
実
務
修
習
日
に
正
当
な
理
由

修
習
生
は
、
司
法
修
習
生
と
し
て
そ
の
責
を
問
わ
れ
て
司
法
修
習
生
の
身
分
を
失
い
、
あ
る
い

な
く
欠
席
す
る
等
法
規
を
無
視
な
い
し
否
定
す
る
行
動
が
目
立
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
当
該
司
法

な
お
、
司
法
修
習
生
が
実
務
修
習
中
に
裁
判
所
の
記
録
を
紛
失
し
た
事
例
が
あ
る
。
弁
解
の
余
地

過
去
に
は
、
刑
法
犯
、
特
別
法
違
反
の
罪
に
問
わ
れ
、
罷
免
等
の
処
分
を
受
け
た
事
例
が
か
な
り

「
近
時
、
司
法
修
習
生
の
一
部
に
、
酔
余
他
人
の
自
転
車
を
窃
取
し
、
若
し
く
は
短
期
間
に
普
通

r瞳語、
、
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三
司
法
修
習
生
と
し
て
の
心
構
え

1

は
同
期
の
司
法
修
習
生
と
と
も
に
修
習
を
終
了
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
い
う
事
態
に
立
ち
至

右
の
よ
う
な
行
動
は
、
法
の
支
配
の
担
い
手
で
あ
る
法
曹
を
め
ざ
す
司
法
修
習
生
と
し
て
恥
ず
べ

き
行
為
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
司
法
修
習
生
全
体
の
評
価
を
著
し
く
傷
つ
け
る
も
の
で
あ
り
、
誠

に
遺
憾
で
あ
る
・
当
職
と
し
て
は
、
今
後
も
司
法
修
習
生
の
規
律
保
持
に
つ
い
て
厳
格
に
対
処
す
る

考
え
で
あ
る
が
、
こ
の
機
会
に
司
法
修
習
生
諸
君
が
国
民
の
司
法
修
習
生
に
対
す
る
好
意
と
期
待
に

深
く
思
い
を
い
た
し
、
い
や
し
く
も
国
民
一
般
の
指
弾
を
受
け
る
よ
う
な
行
動
の
な
い
よ
う
、
特
に

注
意
を
喚
起
す
る
と
と
も
に
、
規
律
を
厳
守
し
修
習
に
専
念
す
る
こ
と
を
切
望
す
る
。
」

っ
て
い
る
。

修
習
に
対
す
る
基
本
的
態
度

一
司
法
修
習
生
の
身
分
に
つ
い
て
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
司
法
研
修
所
は
、

ｊｉ

「
法
曹
」
と
い
う
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
の
養
成
機
関
で
あ
り
、
そ
こ
に
厳
し
さ
が
要
求
さ
れ
る

の
は
当
然
で
あ
る
。
司
法
試
験
は
天
下
の
難
関
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
合
格
し
た
か
ら

．
’

殖

》
心
咽
厄
日
。
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．
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Ｉ
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司
法
修
習
生
の
修
習
は
、
二
年
間
の
限
ら
れ
た
期
間
内
に
法
曹
と
し
て
い
ず
れ
の
道
を
選
ぶ
こ

と
も
で
き
る
よ
ぅ
に
と
ミ
ニ
マ
ム
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
身
に
付
け
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

る
。
現
在
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
、
こ
の
目
的
が
実
現
で
き
る
よ
う
長
い
間
の
経
験
を
踏
ま
え
て
編

成
さ
れ
て
お
り
、
各
教
科
と
も
、
そ
の
基
本
型
を
徹
底
的
に
理
解
さ
せ
、
習
得
さ
せ
る
こ
と
に
主

眼
が
置
か
れ
て
い
る
。
技
芸
で
あ
れ
、
ス
ポ
ー
ツ
で
あ
れ
、
ま
ず
こ
の
基
本
型
を
理
解
、
体
得
す

る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
初
心
者
が
こ
の
基
本
を
無
視
し
て
最
初
か
ら
派
手
な
フ
ァ
イ
ン
プ
レ
ー
を

し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
資
質
の
向
上
に
役
立
つ
も
の
で
は
な
い
。
法
曹
と
な
る
た
め
の
訓
練
も

こ
れ
と
同
じ
で
あ
っ
て
通
一
見
つ
ま
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
基
礎
訓
練
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
、
将
来

の
飛
躍
は
期
待
で
き
な
い
・
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
と
か
く
世
間
の
興
味
と
関
心
を
惹
く
よ
う
な

事
件
は
、
必
ず
し
も
司
法
研
修
所
の
教
育
の
素
材
に
は
適
さ
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
と
に

か
く
短
期
間
の
修
習
で
あ
る
か
ら
、
司
法
修
習
生
と
し
て
も
、
単
に
与
え
ら
れ
る
も
の
を
消
化
す

が
．
雫

屡

と
い
っ
て
直
ち
に
プ
ロ
の
法
律
家
と
し
て
通
用
す
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
か
ら
の
司
法
研
修
所

並
び
に
実
務
庁
会
で
修
習
を
受
け
る
の
に
必
要
な
最
低
限
度
の
法
律
知
識
を
有
す
る
こ
と
が
認
め

ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

（

〈
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(二）

六
七
条
一
項
に
基
づ
き
最
高
裁
判
所
長
官
を
委
員
長
と
す
る
考
試
委
員
会
が
行
う
法
曹
資
格
の
取

得
に
必
要
な
国
家
試
験
で
あ
り
、
司
法
研
修
所
の
卒
業
試
験
で
は
な
い
。
こ
の
考
試
に
つ
い
て
、

毎
年
、
司
法
修
習
生
の
一
部
か
ら
、
そ
の
廃
止
あ
る
い
は
全
員
合
格
を
求
め
る
要
望
が
出
さ
れ
て

は
、
第
二
回
試
験
（
司
法
試
験
が
第
一
回
試
験
で
あ
る
。
）
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
裁
判
所
法

さ
れ
る
よ
う
な
安
易
さ
を
求
め
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
自
分
が
目
指
す
「
法
曹
」
の
地
位
を
低
か
ら

要
請
さ
れ
る
。
司
法
修
習
生
が
、
司
法
研
修
所
に
対
し
、
起
案
の
・
数
を
減
ら
せ
と
い
う
声
で
代
表

し
め
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

●
、
り

る
だ
け
で
事
足
れ
り
と
い
う
受
動
的
態
度
で
な
く
、
自
ら
を
れ
ん
ま
す
る
と
い
う
能
動
的
態
度
が

な
が
ら
一
定
の
水
準
に
達
し
て
い
な
い
者
を
法
曹
と
す
る
こ
と
に
な
り
、
納
税
者
で
あ
る
国
民
に

申
し
開
き
が
で
き
な
い
。

は
さ
れ
ず
、
数
か
月
後
に
当
該
科
目
に
つ
い
て
追
試
を
受
け
る
。
」
と
い
う
の
が
考
試
委
員
会
の

茨
駁
〃
や

①
形
鯵
釦
切
“
娘
個
個
雌
〃
、
夕
■
守
守
ｐ
Ｊ
ザ
ぴ
り
．
，
今
…
・
ゆ
Ｐ
ｑ
。
．
毎
．
●
も
ｆ
ｒ
ｑ
。
ご
巳
ひ
？
■
．
▽
。

一

作

。

い

る

が

、

こ

の

よ

う

な

主

張

は

、

法

律

を

無

視

す

る

も

の

で

あ

る

ば

か

り

か

多

額

の

国

費

を

費

し

プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
に
至
る
道
程
の
厳
し
さ
に
関
連
し
、
考
試
に
つ
い
て
一
言
す
る
。
考
試

な
お
、
「
考
試
に
お
い
て
一
科
目
で
も
「
不
可
」
を
と
れ
ば
、
原
則
と
し
て
、
直
ち
に
合
格
と

（

（

－16－



２
社
会
人
と
し
て
の
司
法
修
習
生

な
お
、
司
法
研
修
所
の
職
員
は
、
司
法
修
習
生
の
修
習
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
日
夜
、
縁
の

下
の
力
持
ち
的
な
仕
事
に
精
励
し
て
い
る
。
彼
ら
は
、
諸
君
を
将
来
の
法
曹
界
を
担
う
人
々
と
し
て

尊
敬
し
、
諸
君
が
大
成
す
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。
諸
君
も
、
司
法
修
習
生
の
修
習
が
、
こ
の
よ
う

な
職
員
の
努
力
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
十
分
認
識
し
、
職
員
に
対
し
て
は
、
常
に
、
相

司
法
修
習
生
は
、
法
曹
界
の
内
部
で
は
、
学
生
気
質
の
残
っ
て
い
る
者
、
若
し
く
は
こ
れ
か
ら
巣

立
つ
幼
鳥
と
し
て
み
ら
れ
、
若
干
の
常
識
外
れ
の
言
動
も
寛
容
に
み
ら
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
司
法
修
習
生
は
、
前
述
の
と
お
り
、
国
家
公
務
員
上
級
職
（
甲
種
）
採
用
試
験
に
合
格
し
、
行
政

官
に
採
用
さ
れ
た
者
を
上
回
る
給
与
を
受
け
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
る
よ
．
う
に
、
世
人
は
《
知
識
、

能
力
、
人
格
の
す
べ
て
の
点
で
優
れ
た
社
会
人
と
し
て
評
価
し
て
い
る
反
面
、
良
識
を
欠
く
言
動
に

対
し
て
は
厳
し
く
指
弾
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
を
十
分
心
に
銘
じ
て
言
動
を
慎
み
世
間
か
ら
非
難

さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
さ
れ
た
い
。

一
般
的
先
例
で
あ
る
が
、
複
数
の
科
目
が
「
不
可
」
で
あ
っ
た
た
め
、
不
合
格
と
な
り
、
さ
ら
に

一
年
間
の
修
習
を
命
じ
ら
れ
た
例
が
あ
る
。

へ
Ｆ
ｇ
、

〈
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句

Ｑ
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０
ｆ
Ｕ

３
司
法
研
修
所
の
施
設
の
使
用
に
つ
い
て

手
の
立
場
を
思
い
や
る
気
持
と
感
謝
の
気
持
を
も
っ
て
接
し
て
欲
し
い
・

右
に
述
べ
た
こ
と
は
、
裁
判
所
、
検
察
庁
、
弁
護
士
会
に
お
け
る
実
務
修
習
中
に
お
い
て
も
留
意

設
置
さ
れ
た
国
の
行
政
財
産
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
司
法
修
習
生
が
こ
の
施
設
を
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

外
で
使
用
す
る
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
ル
ー
ル
に
従
う
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
司
法
研

す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。

修
所
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
運
用
を
し
て
い
る
。

(一）
●
，
‐
、
ｒ
Ｑ
、
４
１
，
，
‐
・
‐
・
’
０
１
グ
ｒ
０
且
Ｐ
色
ｒ
ｑ
ｂ
ｌ
Ｉ
Ｂ
ｏ
４
、
Ｊ
ノ
ー
ｐ
Ｆ
９
ｆ
Ｇ
，
’
’
’
二
■
、
Ｑ
ｆ
ｏ
畦
Ｌ
０
１
”
鮎
Ｐ
許
恥
い
墓
口
●
０
皇
■
、
０
凸
■
■
■
■
Ｘ
ｑ
Ｕ
ｄ
二
１
．
０
？
Ｏ
ｄ
ｐ
ｑ
０
Ｕ
０
マ
Ｂ
６
ｌ
Ⅱ
ｑ
１
０
Ｑ
３
０
８
Ｊ
‐
品
Ｉ
。
〃
。
少
ｔ
０
ｆ
ｂ
隼
Ｉ
Ｄ

司
法
研
修
所
の
施
設
は
、
司
法
修
習
生
の
修
習
及
び
裁
判
官
の
研
修
、
研
究
と
い
う
目
的
の
た
め

二
司
法
修
習
生
が
教
室
内
に
お
い
て
掲
示
を
す
る
場
合
は
、
掲
示
用
黒
板
を
使
用
す
る
も
の

教
室
内
に
お
け
る
掲
示

二
次
の
掲
示
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
許
可
を
受
け
る
こ
と
。

と
し
、
講
義
用
黒
板
、
壁
面
そ
の
他
の
場
所
を
使
用
し
な
い
こ
と
。

大
き
さ
が
Ｂ
４
判
を
超
え
る
も
の

１２
司
法
修
習
生
以
外
の
者
が
作
製
し
た
も
の
、
又
は
そ
の
コ
ピ
ー
類
」

翻

／
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ｊ一
近
隣
に
迷
惑
を
掛
け
な
い
こ
と
・

’

松
戸
分
室
は
、
司
法
修
習
生
及
び
裁
判
官
研
究
員
の
た
め
の
合
宿
舎
で
あ
る
。
松
戸
分
室
在
寮
準

則
及
び
在
寮
心
得
は
、
こ
の
合
宿
舎
で
の
集
団
生
活
を
円
滑
に
営
む
た
め
に
定
め
ら
れ
た
ル
ー
ル
で

あ
る
．
在
寮
を
許
可
さ
れ
た
者
は
、
定
め
ら
れ
た
ル
ー
ル
を
遵
守
し
、
節
度
あ
る
修
習
生
活
を
送
る

よ
う
心
掛
け
、
仮
に
も
退
寮
処
分
を
受
け
る
こ
と
の
な
い
よ
う
自
戒
し
て
欲
し
い
。

(二）

「
司
法
研
修
所
の
施
設
は
、
カ
リ
キ
ユ
ラ
ム
に
定
め
ら
れ
た
司
法
修
習
生
の
修
習
の
た
め
使
用

す
る
こ
と
を
原
則
と
し
、
例
外
と
し
て
、
付
随
的
に
こ
れ
に
資
す
べ
き
司
法
修
習
生
相
互
間
の
研

究
討
論
の
た
め
使
用
さ
せ
、
、
そ
れ
以
外
の
目
的
の
た
め
に
は
使
用
さ
せ
な
い
も
の
と
す
る
。
」

松
戸
分
室
で
の
エ
チ
ケ
ッ
ト

茎
奮
言
一
ｆ
■
曇
蕊
う
ぅ
隼
薯
＃
《
＆
↓
■
《
幸
市
《
《
■
↓
・
ゞ
一

な
お
、
右
の
定
め
に
違
反
し
た
掲
示
、
既
に
目
的
を
達
し
た
と
認
め
ら
れ
る
掲
示
及
び
修
習
生

の
品
位
を
傷
つ
け
、
又
は
教
室
の
正
常
な
機
能
を
損
な
う
と
認
め
ら
れ
る
掲
示
は
、
除
去
を
命
ぜ

ら
れ
、
又
は
除
去
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

深
夜
、
飲
酒
の
上
、
放
歌
高
吟
し
て
帰
寮
す
る
者
が
相
次
い
だ
た
め
、
付
近
の
住
民
か
ら
問
題

講
堂
、
教
室
等
の
使
用
の
許
否

（

Ｊ
１
』
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一

1

1

(二）
に
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
法
曹
を
目
指
す
諸
君
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
行
っ
た
の
で
は
、
世
間

に
対
し
申
し
開
き
は
で
き
な
い
。

そ
う
を
慎
し
み
、
ド
ア
の
開
閉
に
も
気
を
使
う
ほ
ど
の
配
慮
が
欲
し
い
も
の
で
あ
る
。

の
騒
音
は
堪
え
難
い
も
の
で
あ
る
。
同
僚
に
対
す
る
エ
チ
ケ
ッ
ト
と
し
て
、
深
夜
に
わ
た
る
け
ん

司
法
修
習
生
の
中
に
は
、
神
経
質
な
人
が
意
外
に
多
い
。
こ
の
よ
う
な
人
に
と
っ
て
は
、
隣
室

同
僚
に
迷
惑
を
掛
け
な
い
こ
と
。

’

!i

Ｉ
Ｄ
■
Ｏ
Ｂ
ｐ
ｐ
■
■
■
■
Ｂ
Ｇ
牙
，
卜
９
９ 鯵

（

１
１

句

・
Ｐ
も
寺
●
抑
●
凸
ひ
ｆ
Ｇ
０
Ｄ
●
Ｐ
Ｇ
４
９

０
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
’
Ⅱ
１
１
６
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
９
０
Ｉ
Ｉ
ｂ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
１
ｌ
－
Ｉ
ｒ
ｂ
４
１
‐
‐
ｒ
●
Ｉ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
１
ｌ
４
９
ｂ
ｌ
４
１
‘
０
●
Ｏ
１
９
ｌ
ｌ
Ｉ

霧

（

０
■
？

一-20一

ｌ
ｌ
Ｉ
Ⅱ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｌ
１
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
４
‐
Ｉ
１
１
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｄ
Ｉ
１
Ｉ
１
Ｉ
４
Ｉ
Ⅱ
Ⅱ
１
１
１
１
１
１
１
１
４
１
申
ｊ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｐ


